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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 一 般 財 団 法 人 神 戸 住 環 境 整 備 公 社 （ 以 下

「 公 社 」と い う 。）が 片 付 け 支 援 サ ー ビ ス の 内 容 及 び 提 供 事 業

者 に 関 す る 情 報 を 整 理 、 公 開 す る こ と で 、 市 民 の 安 全 で 快 適

な 暮 ら し の 一 助 と な る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 の 意 義 は 、 次 の 各 号 に

定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴   片 付 け 支 援 サ ー ビ ス   民 間 事 業 者 が 提 供 す る 生 前 整 理 、

遺 品 整 理 、空 き 家 整 理 、ゴ ミ 屋 敷 清 掃 等 の サ ー ビ ス で あ っ て 、

生 じ た 廃 棄 物 の 処 理 を 前 提 と す る も の 。（ 廃 棄 物 の 処 理 を 前

提 と し な い 生 前 整 理 、 遺 品 整 理 、 空 き 家 整 理 、 ゴ ミ 屋 敷 清 掃

等 の サ ー ビ ス は 除 く 。）  

⑵  名 簿   片 付 け 支 援 サ ー ビ ス の 概 要 を 市 民 に 開 示 、 提 供 す

る こ と を 目 的 と し て 、 公 社 が 作 成 し 管 理 す る 片 付 け 支 援 サ ー

ビ ス 内 容 及 び 提 供 事 業 者 を 掲 載 す る 名 簿  

⑶  掲 載 事 業 者  前 号 の 名 簿 に 掲 載 す る 事 業 者  

⑷  利 用 者   片 付 け 支 援 サ ー ビ ス の 利 用 者  

（ 名 簿 の 使 用 ）  

第 ３ 条  公 社 は 、 名 簿 を 公 開 し 、 市 民 が 片 付 け 支 援 サ ー ビ ス を

選 定 す る 際 に 利 用 者 等 に 応 じ て ア ド バ イ ス を 行 う 。  

（ 名 簿 掲 載 の 申 請 ）  

第 ４ 条  公 社 が 募 集 等 を し た と き 、 片 付 け 支 援 サ ー ビ ス を 有 し

名 簿 に 掲 載 を 希 望 す る 事 業 者 は 公 社 に 申 請 す る こ と が で き る 。 

（ 名 簿 掲 載 ・ 非 掲 載 の 決 定 及 び 通 知 ）  

第 ５ 条  公 社 は 、 申 請 内 容 を 適 当 と 認 め る 場 合 は 、 名 簿 に 掲 載

を 決 定 す る と と も に 、 申 請 者 に 掲 載 の 通 知 を 行 う 。  

２  公 社 は 、 申 請 内 容 に 不 備 が あ る 場 合 は 、 申 請 者 に 非 掲 載 の



通 知 を 行 う 。  

（ 要 件 ）  

第 ６ 条  第 ４ 条 の 名 簿 に 掲 載 申 請 を し よ う と す る も の は 、 次 の

各 号 の 全 て の 要 件 を 満 た さ な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 法 人 の 事 業 活 動 に お い て 、 申 請 し よ う と す る 業 務 が 主 要 事 業

と し て 掲 げ ら れ て い る こ と 。  

⑵ 法 人 を 設 立 し て ２ 年 以 上 で 、 か つ 申 請 し よ う と す る 業 務 を ２

年 以 上 行 っ て お り 、 神 戸 市 内 で 完 了 実 績 が あ る こ と 。  

⑶ 法 人 と し て 継 続 し て 行 う に 足 り る 経 理 的 基 礎 を 有 す る こ と 。  

⑷ 支 払 限 度 額 １ ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 損 害 保 険 に 加 入 の 者  

⑸ 労 働 基 準 監 督 署 に 就 業 規 則 の 届 出 を し て い る 者  

（ 欠 格 事 由 ）  

第 ７ 条  公 社 は 、 第 ４ 条 の 名 簿 に 掲 載 申 請 を し よ う と す る も の

が 、 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 名 簿 掲 載 を 行 わ な い 。  

⑴ 申 請 し よ う と す る 業 務 を 利 用 し た 相 手 と の 間 で 、 現 在 係 争 中

の 者  

⑵ 過 去 に 名 簿 か ら 削 除 さ れ 、 そ の 日 か ら ２ 年 を 経 過 し な い 者  

⑶ 法 人 代 表 者 が 、 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） 第 ８ 条 に 規

定 す る 成 年 被 後 見 人 、 民 法 第 1 2 条 に 規 定 す る 被 保 佐 人 又 は

破 産 者 で 復 権 を 得 な い 者  

⑷ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年

法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 及 び 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 若

し く は 暴 力 団 員 の 者 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 密 接 な 関

係 を 持 つ 者  

⑸ 自 己 が 自 ら ま た は 第 三 者 を 利 用 し て 、 他 の 当 事 者 に 対 し 暴 力

的 行 為 、 詐 術 、 脅 迫 的 言 辞 を 用 い た 、 相 手 方 の 名 誉 や 信 用 を

毀 損 し 、 ま た 、 相 手 方 の 業 務 を 妨 害 し た 者  

⑹ 禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 古 物 営 業 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ０

８ 号 ） 若 し く は 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４

５ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 。 以 下 「 廃 棄 物 処 理 法 」 と い う 。） に よ り



罰 金 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ て 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 又 は 執 行

を 受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら ５ 年 を 経 過 し な い 者  

⑺ 過 去 3 年 間 の 業 務 に 関 し 、 神 戸 市 す ま い の 安 心 支 援 セ ン タ ー

及 び 関 係 行 政 機 関 に 、 複 数 又 は 継 続 的 に 苦 情 相 談 の 事 実 が あ

る と き （ 申 請 者 に そ の 責 が な い こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 く 。） 

⑻ 過 去 3 年 間 に 古 物 営 業 法 又 は 廃 棄 物 処 理 法 に 基 づ く 業 務 の 停

止 等 の 行 政 処 分 を 受 け た 者  

⑼ 過 去 3 年 間 に 業 と し て の 取 引 行 為 に お い て 、 廃 棄 物 処 理 法 又

は 神 戸 市 廃 棄 物 の 適 正 処 理 、 再 利 用 及 び 環 境 美 化 に 関 す る 条

例（ 平 成 ５ 年 ３ 月 条 例 第 5 7 号 ）等 に お け る 廃 棄 物 の 処 理 方 法

に 則 ら ず に 直 接 的 な 行 政 指 導 、 若 し く は 下 請 け が 主 体 と し て

間 接 的 立 場 で 行 政 指 導 の 事 実 が 認 め ら れ た 者  

⑽ 申 請 し よ う と す る 業 務 に つ い て の 事 前 説 明 会 に 不 参 加 の 者

（ 初 回 申 請 時 の み ）  

（ 掲 載 事 業 者 の 義 務 ）  

第 ８ 条  掲 載 事 業 者 は 、 こ の 要 綱 に 従 い 、 誠 実 か つ 良 心 的 に 市

民 か ら の 依 頼 に 応 え な け れ ば な ら な い 。  

２  掲 載 事 業 者 は 、片 付 け 支 援 サ ー ビ ス の 契 約 に 際 し 、契 約 書 、

見 積 書 等 の 書 面 を も っ て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

３  掲 載 事 業 者 は 、不 正 又 は 不 誠 実 な 行 為 を 行 っ て は な ら な い 。 

４  掲 載 事 業 者 は 、 サ ー ビ ス を 提 供 す る に あ た り 、 廃 棄 物 処 理

法 そ の 他 関 係 法 令 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

５  掲 載 事 業 者 は 、 正 当 な 理 由 が な く 、 当 事 業 を 通 じ て 知 り 得

た 利 用 者 等 の 氏 名 や 住 所 等 の 情 報 を 、 片 付 け 支 援 サ ー ビ ス 以

外 で 利 用 あ る い は 第 三 者 に 漏 ら し て は な ら な い 。  

６  掲 載 事 業 者 は 、 廃 棄 物 処 理 法 、 古 物 営 業 法 及 び そ の 他 関 係

法 令 の 施 行 の 限 度 に お い て 、 監 督 官 庁 の 報 告 の 徴 収 及 び 立 ち

入 り 検 査 に は 誠 実 に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。  

７  掲 載 事 業 者 は 、 神 戸 市 内 で 片 付 け 支 援 サ ー ビ ス を 行 う と き

は 利 用 者 、 神 戸 市 環 境 共 栄 事 業 協 同 組 合 と 原 則 三 者 契 約 （ 標



準 様 式 ） を 締 結 し な け れ ば な ら な い 。  

８  掲 載 事 業 者 は 、 事 業 運 営 に つ い て 会 合 や 意 見 徴 収 等 公 社 が

依 頼 し た 場 合 は 、 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

９  掲 載 事 業 者 は 、 申 請 し よ う と す る 業 務 に お い て 行 政 処 分 等

を 受 け た 際 は 速 や か に 公 社 へ 報 告 を し な け れ ば な ら な い 。  

1 0  掲 載 事 業 者 は 、 広 報 等 を 行 う 際 に は 法 律 を 遵 守 し 、 公 式 ウ

ェ ブ サ イ ト に お い て は 法 人 概 要 を 記 載 し な け れ ば な ら な い 。  

1 1  掲 載 事 業 者 は 、 公 社 等 が 業 務 に つ い て 意 見 聴 取 を 求 め た 場

合 に は 、 法 人 代 表 者 が 経 営 及 び 事 業 に 関 す る 透 明 性 を 図 り 、

説 明 責 任 を 果 た さ な け れ ば な ら な い 。  

（ 業 務 の 照 会 ）  

第 ９ 条  掲 載 事 業 者 は 、 業 務 に 関 連 す る 内 容 に つ い て 、 公 社 が

照 会 し た 場 合 は 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 変 更 の 届 出 義 務 ）  

第 1 0 条  掲 載 事 業 者 は 、 第 ４ 条 の 申 請 内 容 に 変 更 が 生 じ た と

き は 、 速 や か に 、 公 社 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  第 ５ 条 の 規 定 は 、 名 簿 変 更 通 知 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 掲 載 削 除 ）  

第 1 1 条  掲 載 事 業 者 は 、 掲 載 の 削 除 を 希 望 す る と き 又 は 次 の

各 号 の 一 に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 速 や か に 、 公 社 に 届 け

出 な け れ ば な ら な い 。  

⑴  片 付 け 支 援 サ ー ビ ス を 廃 止 し た 場 合  

⑵  廃 業 又 は 破 産 し た 場 合  

⑶  合 併 に よ り 消 滅 又 は 解 散 し た 場 合  

２  公 社 は 、 掲 載 事 業 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 名

簿 を 非 掲 載 と す る こ と が で き る 。掲 載 を 非 掲 載 す る と と も に 、

当 該 掲 載 事 業 者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴ 第 ７ 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た 場 合  

⑵ 第 ８ 条 各 項 の い ず れ か に 違 反 し た 場 合  

⑶ 虚 偽 又 は 不 正 の 手 段 に よ り 申 請 を 行 っ た 場 合  



⑷ 公 社 の 信 用 を 著 し く 傷 つ け た 場 合  

⑸ 利 用 者 等 か ら の 業 務 に 対 す る 苦 情 が あ り 、 そ の 苦 情 の 内 容 又

は 対 応 ・ 姿 勢 が 、 名 簿 に 掲 載 不 適 当 と 認 め ら れ る 場 合  

⑹ 名 簿 に 掲 載 す る 住 所 に な く 、 そ の 住 所 が 不 明 の 場 合  

⑺ そ の 他 、 公 社 が 不 適 当 と 認 め る 場 合  

３  公 社 は 、 掲 載 事 業 者 が 前 項 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、

第 １ 項 の 届 出 な く 、 当 該 事 務 所 等 の 掲 載 を 削 除 す る こ と が で

き る 。 掲 載 を 削 除 す る と と も に 、 当 該 掲 載 事 業 者 に 通 知 し な

け れ ば な ら な い 。  

（ 名 簿 掲 載 期 間 ）  

第 1 2 条  名 簿 掲 載 期 間 は 、掲 載 の 日 か ら １ 年 と す る 。た だ し 、

公 社 が 認 め た 場 合 に は 、 １ 年 を 超 え て 掲 載 期 限 の 日 を 別 に 定

め る こ と が で き る 。  

（ 名 簿 掲 載 の 更 新 ）  

第 1 3 条  第 ４ 条 か ら 第 ７ 条 ま で の 規 定 は 、 名 簿 掲 載 更 新 に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ れ ら の 規 定 中 「 掲 載 」

と あ る の は 、「 更 新 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

２  公 社 は 、 前 項 の 更 新 の た め に 必 要 な 更 新 申 請 期 間 を 定 め な

け れ ば な ら な い 。  

３  公 社 は 、 前 項 の 期 間 を 定 め た と き は 、 速 や か に 、 掲 載 事 業

者 に 次 の 各 号 に 定 め る 日 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  掲 載 期 限 の 日  

⑵  更 新 申 請 開 始 の 日 及 び 終 了 の 日  

４  公 社 は 、 前 条 た だ し 書 に 定 め る 改 定 を 行 う と き は 、 前 項 の

通 知 に 加 え て 、 そ の 改 定 の 概 要 を 掲 載 事 業 者 に 通 知 し な け れ

ば な ら な い 。  

５  公 社 は 、 第 ３ 項 第 ２ 号 に 定 め る 更 新 申 請 終 了 の 日 ま で に 、

第 １ 項 に お い て 準 用 す る 第 ４ 条 の 申 請 が な い と き は 、 第 ３ 項

第 １ 号 の 日 を も っ て 、 当 該 掲 載 事 業 者 を 名 簿 か ら 削 除 す る こ

と が で き る 。 こ の 場 合 に お け る 通 知 は 、 第 １ 項 に お い て 準 用



す る 第 ５ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 通 知 と す る 。  

（ 損 害 賠 償 責 任 ）  

第 1 4 条  公 社 は 、名 簿 に 掲 載 さ れ た 情 報 に 関 し て 利 用 者 、掲 載

事 業 者 及 び 第 三 者 が 損 害 を 被 っ た 場 合 に お い て 、 い か な る 責

任 も 負 わ な い も の と し 、 一 切 の 損 害 賠 償 責 任 を 負 わ な い も の

と す る 。  

（ 雑 則 ）  

第 1 5 条  公 社 は 、 神 戸 市 が 廃 棄 物 処 理 法 に 基 づ く 報 告 徴 収 及

び 立 入 検 査 で 確 認 で き た 事 実 を こ の 要 綱 の 施 行 に 必 要 と 認 め

た と き 、 掲 載 事 業 者 及 び 名 簿 に 掲 載 し よ う と す る 者 の 情 報 提

供 を 受 け る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 施 行 細 目 の 委 任 ）  

第 1 6 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 長 が 定 め

る 。  

 

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ２ 月 ８ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ５ 月 ９ 日 か ら 施 行 す る 。  


